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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２１年１１月５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘 

                           委   員  楠 木 行 雄 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２１年９月２日 １０時３０分ごろ、本船が発見された。） 

発生場所 不明（北海道泊村泊漁港西島堤南西側南端から１０ｍ付近（概位 北緯４

３°３.９′ 東経１４０°２９.４′）で本船が発見された。） 

事故調査の経過  平成２１年９月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七十いづみ丸、３.１トン 

 ＨＫ３－９３９８４（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.１０ｍ(Lr)×２.５３ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、昭和５８年１０月１４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和５２年３月４日 

  免許証交付日 平成１９年２月７日 

         （平成２４年３月１９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、平成２１年９月２日０６時００分ごろ、船長１人が乗り組み、

なまこけた網漁の目的で、泊漁港を出港した。 

 泊漁港にいた船長の知人Ａが、１０時３０分ごろ同漁港南西方沖の西島

堤に打ち寄せられている本船を発見し、船長の知人Ｂが操船する漁船で本

船に向かった。 

 １０時４０分ごろ、知人Ｂの漁船が本船に接近したところ、船長は、仰

向けの姿勢で、本船の後部甲板に設置された揚網用ドラムに、揚網用ロー

プと共に右腕と胸を巻き込まれていた。 

 １０時５０分ごろ、知人Ｂは、所属漁業協同組合に救急車の手配を依頼

した。船長は、救急車で病院に搬送されたが死亡が確認され、死因が肺挫

傷による窒息と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：風浪及びうねりなし 

 その他の事項  船長は、手袋を着用し、カッパ及び救命胴衣は着用していなかった。 
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船長の体調は良好であった。 

本船発見時、機関は中立状態であった。 

 なまこけた網漁の揚網ドラムの巻き上げは、通常、揚網ドラムの近くに

ある速力コントロールレバーを操作して、低速で行うが、本船発見時、同

レバーが最速になっており、揚網ドラムに接続された油圧ホースが破裂し

てドラムが停止していた。 

船長は、ドラムとロープの間に右手中指から身体ごとドラムに巻き込ま

れていた。 

網は、水深１.５ｍぐらいまで巻き上げられて垂れ下がった状態であっ

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

なし 

 死因は、肺挫傷による窒息であった。 

船長は、揚網ドラムと揚網ロープの間に巻き込

まれたため、肺挫傷により窒息したものと考えら

れる。 

船長が揚網ドラムを停止させようとして速力コ

ントロールレバーを誤って操作し、又はドラムに

巻き込まれた船長の身体が触れたため、最速に切

り替わった可能性があると考えられる。 

揚網ドラムに船長の身体が巻き込まれて、駆動

モーターの負荷が過大になり、油圧ホースに過大

な内圧が生じたため、油圧ホースが破裂したもの

と考えられる。 

船長が揚網ドラムに巻き込まれた理由は、明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が泊村泊漁港沖において揚網中、船長が揚網ドラムと揚

網ロープの間に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 

 




